
動物にやさしい秋田推進事業について

生活衛生課

１ 事業の目的

「動物にやさしい秋田」を実現するため、動物愛護推進の拠点となる動物愛護セ

ンター（仮称）の整備やその運営ボランティアの育成、県民の意識啓発に取り組む

とともに、犬猫の適正譲渡や地域猫対策を推進する。

２ 事業の概要

（１）動物愛護センター（仮称）整備事業 482,710千円

○建設場所：秋田県立中央公園内第１駐車場南側

○敷地面積：５，９６１．４５㎡

○延床面積：１，４９６．７４㎡（木造平屋建）

（２ （新）動物愛護センター（仮称）整備関連事業 69,246千円）

○診察室、手術室、レントゲン室などに設置する動物用診療機器の購入等

（３ 「人と動物が共生する社会の形成」推進事業 3,729千円）

○（拡）ボランティアの育成

運営ボランティア育成講座の開催（４回）

○（拡）犬猫の適正譲渡の推進

ボランティア団体による幼齢猫の保育や譲渡の実施

ボランティア団体等との合同譲渡会の開催（１２回）

譲渡や適正飼養に関する情報Ｗｅｂサイトの活用による発信

○地域猫対策の推進

地域猫対策推進研修会の開催（１回）

飼い主のいない猫の不妊去勢手術の実施

（４）動物にやさしい秋田ＰＲ事業 3,233千円

○動物愛護センター（仮称）のマスコットキャラクターの着ぐるみの製作と、

その活用によるＰＲの実施

３ 予算額

５５８，９１８千円
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